
　（平成２７年告示第１365号）
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（１） （２） （３） （４）

　次の写真に示すとおり、被包
に「BUDDA仏陀」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの

　次の写真に示すとおり、被包
に「ピーチちゃん」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの

　次の写真に示すとおり、被包
に「バナナくん」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの

　次の写真に示すとおり、被包
に「チェリィさん」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの

（５） （６） （７） （８）

　次の写真に示すとおり、容器
に「Ｈｉｇｈ　Ｈ　Ⅲ」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの

　次の写真に示すとおり、容器
に「xpoiz SodaⅡ」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの

　次の写真に示すとおり、容器
に「xpoiz BedaⅡ」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの

　次の写真に示すとおり、被包
に「Ｎ　Ｐｈａｎｔｏｍ」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの
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